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令和８年田村市教育委員会１月定例会議事録 

 

１ 日  時  令和８年１月２０日（火） 午後２時３０分 

 

２ 場  所  田村市役所 ４階 第１委員会室 

 

３ 出席委員  教育長       箭内 良一 

        教育長職務代理者  栁沼 かおり 

        委員        佐藤 由香理 

        委員        渡辺 隆治 

委員        根内 喜代重 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 出席職員    教育部長                            橋本 弘明 

教育総務課長            三浦 幹 

学校教育課長            佐久間 誠 

生涯学習課長            佐藤 清二 

中央公民館長兼文化センター館長   松崎 博志 

教 育 総 務 課 課 長 補 佐 兼 教 育 総 務 係 長    助川 勇造 

教育総務課教育施設係長        大山 茂男 

学校教育課課長補佐兼教育振興係長  山内 秀享 

学 校 教 育 課 管 理 主 事 兼 指 導 管 理 係 長  宗像 克博 

学校給食センター所長        鹿又 寿美江 

生 涯 学 習 課 課 長 補 佐 兼 ス ポ ー ツ 振 興 係 長  浅理 友一 

生涯学習課生涯学習係長       本田 啓介 

中央公民館副館長兼事業係長文化センター副館長  松崎 久幸 

中央公民館施設管理係長       渡辺 哲市 

図書館長              木目沢 雪江 

（書記）教育総務課 副主査     二瓶 幸也 

 

６ 案件 

議案第１号  田村市立小・中学校遠距離通学児童等通学費助成金交付要綱の一部 

       を改正する告示について 

議案第２号  田村市立小・中学校通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部を 

       改正する告示について 

議案第３号  田村市学校給食センター管理運営規定の一部を改正する告示について 

議案第４号  令和８年度田村市学校給食センター運営方針に係る諮問について 

議案第５号  令和８年度田村市学校給食センター食育全体計画に係る諮問について 
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議案第６号  田村市図書館ボランティア受入実施要綱の制定について 

 

７ 審議経過 

【午後２時３０分 開会】 

◇教育長  ただいまから、令和８年田村市教育委員会１月定例会を開会いたします。 

さっそくではありますが、会期及び議事日程は本日の１日間とし、別紙日程によっ

て進めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって会期及び議事日程は、本日の１日間とし、別紙

日程によって進めることに決定いたします。次に、会議録署名委員の指名を行いま

す。今回の委員会は、「栁沼かおり委員」と「佐藤由香理委員」にお願いいたしま

す。書記は、教育総務課 二瓶副主査を指名します。 

次に、前回開催の令和７年１２月定例会会議録の朗読をお願いします。 

◇書記  ［令和７年１２月定例会会議事録朗読］ 

◇教育長  ただいま朗読の会議録について、承認することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、令和７年１２月定例会の会議録は、承認する

ことに決定いたします。 

◇教育長  日程第３、議案上程に移ります。さっそく議案審議に入ります。 

 

議案第１号  田村市立小・中学校遠距離通学児童等通学費助成金交付要綱の一部 

       を改正する告示について 

 

◇教育長  次に、議案第１号田村市立小・中学校遠距離通学児童等通学費助成金交付要綱の一

部を改正する告示について、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第１号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （議案第１号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第１号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 昨年中に行われた、田村市通園・通学のあり方に関する検討委員会からの提言に沿

ったものか。 

また、金額改正の根拠についてもお聞かせいただきたい。 

◇教育総務課長 改正内容については、いただいた提言を勘案し、助成金の変更により通学にかかる

負担軽減を目的に改正した。 

金額については、市の旅費にかかる規則を参考に積算を行い、改正の提案をさせて

いただいている。 

◇栁沼委員 利用見込み児童数については把握しているか。 

◇教育総務課長 提言に基づく通学距離の変更はないことから例年並みを想定しつつ、改めて制度の

説明を学校を通じて行うことで、増減を注視していくことになります。 

◇佐藤委員 学区外通学（小規模特認校）については遠距離通学の該当になるのか。 
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◇教育総務課長 学区外通学している場合は該当になりません。 

 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第１号田村市立小・中学校遠距離通

学児童等通学費助成金交付要綱の一部を改正する告示について、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第１号田村市立小・中学校遠距離通学

児童等通学費助成金交付要綱の一部を改正する告示について、原案のとおり決定

いたします。 

 

議案第２号  田村市立小・中学校通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部 

       を改正する告示について 

 

◇教育長  次に、議案第２号田村市立小・中学校通学用ヘルメット購入補助金交付要綱の一部

を改正する告示について、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第２号について議案書朗読） 

◇教育総務課長 （議案第２号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第２号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇渡辺委員 ヘルメット購入にあたり、ある程度購入できる商品が選べるようになったという解

釈でよいか。 

◇教育総務課長 学校での共同購入についてはこれまで通り行う予定であるが、個人で購入した内容

についても基準を満たしていれば補助することとした。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第２号田村市立小・中学校通学用ヘ

ルメット購入補助金交付要綱の一部を改正する告示について、原案のとおり決定

することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第２号田村市立小・中学校通学用ヘル

メット購入補助金交付要綱の一部を改正する告示について、原案のとおり決定い

たします。 

 

議案第３号  田村市学校給食センター管理運営規定の一部を改正する告示について 

        

◇教育長  次に、議案第３号田村市学校給食センター管理運営規定の一部を改正する告示につ

いて、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第３号について議案書朗読） 
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◇学校教育課長 （議案第３号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第３号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第３号田村市学校給食センター管理

運営規定の一部を改正する告示について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第３号田村市学校給食センター管理運

営規定の一部を改正する告示について、原案のとおり決定いたします。 

 

議案第４号  令和８年度田村市学校給食センター運営方針に係る諮問について 

        

◇教育長  次に、議案第４号令和８年度田村市学校給食センター運営方針に係る諮問について、

説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第４号について議案書朗読） 

◇学校教育課長 （議案第４号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第４号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇渡辺委員 令和７年度からの変更点についてはあるか。 

◇学校教育課長 特筆した変更点はありません。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第４号令和８年度田村市学校給食セ

ンター運営方針に係る諮問について、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第４号令和８年度田村市学校給食セン

ター運営方針に係る諮問について、原案のとおり決定いたします。 

 

議案第５号  令和８年度田村市学校給食センター食育全体計画に係る諮問について 

        

◇教育長  次に、議案第５号令和８年度田村市学校給食センター食育全体計画に係る諮問につ

いて、説明を求めます。 

◇教育部長 （議案第５号について議案書朗読） 

◇学校教育課長 （議案第５号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第５号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇根内委員 肥満にかかる分析について、悪化している又は改善している傾向などは把握してい

るか。 

◇学校教育課長 令和６年度と比較すると、全体的に改善傾向はみられるものの、依然として高い肥

満傾向がみられるため、引き続き食習慣や運動行動について指導を行っていく必要
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があると考えています。 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第５号令和８年度田村市学校給食セ

ンター食育全体計画に係る諮問について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第５号令和８年度田村市学校給食セン

ター食育全体計画に係る諮問について、原案のとおり決定いたします。 

 

議案第６号  田村市図書館ボランティア受入実施要綱の制定について 

        

◇教育長  次に、議案第６号田村市図書館ボランティア受入実施要綱の制定について、説明を

求めます。 

◇教育部長 （議案第６号について議案書朗読） 

◇生涯学習課長 （議案第６号について補足説明） 

◇教育長  ただいま説明の議案第６号について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇栁沼委員 年齢制限はありますか。 

◇生涯学習課長 年齢制限は特に考えていない。 

◇栁沼委員 活動期間の取決めについては、複数年でもよいのか。 

◇生涯学習課長 登録にあたっては、登録した日の属する年度の末尾としております。 

◇根内委員 図書館ボランティアの方々が研修を行う際の講師謝金等は検討できるのか。 

◇生涯学習課長 図書館側で準備出来る研修にて対応をすることが多いとは思うが、適否については

個別に判断することになると考える。 

 

◇教育長  その他、ご質問、ご意見ございませんか。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  それでは、ご意見がないようですので、議案第６号田村市図書館ボランティア受

入実施要綱の制定について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

◇委員  （異議なし） 

◇教育長  ご異議ないものと認めます。よって、議案第６号田村市図書館ボランティア受入

実施要綱の制定について、原案のとおり決定いたします。 

 

８ その他 

◇教育長 次に、日程第４ その他の案件について、はじめに、委員の皆様からございましたら

お願いします。 

◇委員  （なし） 

◇教育長 それでは、事務局からお願いします。 

◇事務局  
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  １ 事業報告事項について（教育総務課長） 

   ・令和７年田村市議会 12月定例会 

   ・令和８年田村市議会第 1回臨時会 

   ・令和８年田村市議会３月定例会 

２ 各事業の報告について（教育総務課長） 

  ３ 令和８年１月までの行事予定について（教育総務課長） 

４ 事業実施状況及び予定について（学校教育課長、生涯学習課長、中央公民館長） 

   ・令和７年度 学力向上ラウンドテーブル 

   ・音楽グレートレッスン事業（合奏） 

・第２回ウインターチャレンジキャンプ 

・第６回 部活動地域展開練習会の様子 

・第５回学校教育指導委員授業研究会 

・令和７年度 田村市学校運営協議会情報交換会 

・マチソワシネマ上映内容 

 

 

◇教育長  ただいま説明のその他の案件について、ご質問、ご意見をお願いします。 

◇委員   （なし） 

◇教育長  以上をもちまして、令和８年田村市教育委員会１月定例会を閉会いたします。 

 

【午後３時４５分 閉会】 

 

前記、会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和８年１月２０日 

 

教育長   

 

 

委 員   

 

 

              委 員 


